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【外部評価で確認した事業所の優れている点、工夫点（評価機関記入）】
新緑、紅葉四季折々の風情が楽しめ、どんぐり、カブト虫、せみや蛍が飛び交うなど利用者の五感刺
激や心身機能の維持向上に役立ち、管理者と職員は家庭的な温かな介護を目指して日々のケアに取
り組んでいる。
玄関の目に触れるところに顔写真付きの職員紹介がしてあり、来訪者との信頼関係、家族の安心に繋
げている。

基本情報リンク先

宮崎県小林市堤2413－5所在地

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会

所在地

評価機関名

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/45/index.php?action_kouhyou_detail_2017_022_kani=true&JigyosyoCd=4590500080-00&PrefCd=45&VersionCd=022

1  自己評価及び外部評価結果

4590500080

法人名 株式会社　ふくじゅ

【事業所が特に力を入れている点・アピールしたい点（事業所記入）】

事業所番号 ・施設の周囲が自然に囲まれており、静かな環境で過ごして頂けます。利用者様の楽しみや生きがいに繋がるよう
今年から、施設内の家庭菜園を広げ、1年を通じて様々な野菜が収穫できるようにしました。また、定期的に園外散
歩や外での茶話会も行っています。
・外出支援に力を入れており、利用者様の自宅が気になる、墓参りに行きたい、行きつけの美容院に行きたい、
ゆっくり買い物がしたいといった要望には、御家族や外出先と連絡・日程の調整を行い外出するようにしています。
・食事が楽しみとなるよう、栄養士や調理師に協力して頂き、季節の山菜を日々のメニューに取り入れたり、利用者
様からリクエストがあったメニューや好みの食材を使ったメニューを提供しています。施設内の菜園で採れた野菜を
その日の食事に提供する事もあります。また、調理実習や定期的に外食へ出かける事で、食べたい物を食べる楽
しみを感じて頂けるよう努めています。

グループホーム　ふくじゅ事業所名

自己評価作成日 評価結果市町村受理日平成30年8月8日 平成30年10月11日

職員は、家族が困っていること、不安なこと、求
めていることをよく聴いており、信頼関係ができ
ている
（参考項目：9,10,19）

宮崎市原町２番２２号宮崎県総合福祉センター本館３階

Ⅴ．サービスの成果に関する項目（アウトカム項目）　　※項目№1～55で日頃の取り組みを自己点検したうえで、成果について自己評価します

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

項　　目

訪問調査日 平成30年9月7日

　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

56
職員は、利用者の思いや願い、暮らし方の意向
を掴んでいる
（参考項目：23,24,25）

1. ほぼ全ての利用者の 1. ほぼ全ての家族と
2. 利用者の２/３くらいの

4. ほとんどできていない

2. 家族の２/３くらいと
3. 利用者の１/３くらいの 3. 家族の１/３くらいと

通いの場やグループホームに馴染みの人や地
域の人々が訪ねて来ている
（参考項目：2,20）

1. ほぼ毎日のように
2. 数日に１回程度ある 2. 数日に1回程度
3. たまにある 3. たまに

4. ほとんどない

57
利用者と職員が、一緒にゆったりと過ごす場面
がある
（参考項目：18,38）

1. 毎日ある

64

4. ほとんどない

4. ほとんど掴んでいない

63

利用者は、職員が支援することで生き生きした
表情や姿がみられている
（参考項目：36,37）

1. ほぼ全ての利用者が

66

4. ほとんどいない

58
利用者は、一人ひとりのペースで暮らしている
（参考項目：38）

1. ほぼ全ての利用者が

65
3. 利用者の１/３くらいが

2. 少しずつ増えている

1. ほぼ全ての職員が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 職員の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 職員の１/３くらいが

2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 利用者の１/３くらいが

4. ほとんどいない

3. あまり増えていない
4. ほとんどいない 4. 全くいない

運営推進会議を通して、地域住民や地元の関
係者とのつながりが拡がったり深まり、事業所
の理解者や応援者が増えている
（参考項目：4）

1. 大いに増えている
2. 利用者の２/３くらいが

4. ほとんどいない

職員は、活き活きと働けている
（参考項目：11,12）

60
利用者は、戸外の行きたいところへ出かけてい
る
（参考項目：49）

1. ほぼ全ての利用者が

67

4. ほとんどいない

職員から見て、利用者はサービスにおおむね満
足していると思う

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが

職員から見て、利用者の家族等はサービスに
おおむね満足していると思う

1. ほぼ全ての家族等が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 家族等の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 家族等の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどできていない

1. ほぼ全ての利用者が

68

62
利用者は、その時々の状況や要望に応じた柔
軟な支援により、安心して暮らせている
（参考項目：28）

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない

61
利用者は、健康管理や医療面、安全面で不安な
く過ごせている
（参考項目：30,31）

59

1 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会　福祉サービス推進室



宮崎県小林市　　グループホーム「ふくじゅ」

自己評価および外部評価結果

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

Ⅰ.理念に基づく運営
1 （1） ○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義をふまえた事業所理
念をつくり、管理者と職員は、その理念を共有して
実践につなげている

2 （2） ○事業所と地域とのつきあい
利用者が地域とつながりながら暮らし続けられる
よう、事業所自体が地域の一員として日常的に交
流している

3 ○事業所の力を活かした地域貢献
事業所は、実践を通じて積み上げている認知症の
人の理解や支援の方法を、地域の人々に向けて
活かしている

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

・会社理念を踏まえ、全職員で話し合い施設理
念を決めています。また、職員の意識づけの為、
法人内各部署の施設理念を玄関やトイレに掲示
しています。
・更に、職員一人一人の行動や実践に繋がるよ
う施設理念をもとに個人目標や行動指針を決め
ています。　定期的に業務会議等で振り返りを行
い確実に実践出来るよう努めています。
・年度末に1年を振り返り（出来た事・出来なかっ
た事・反省）次年度に向けての新たな理念の設
定を行っています。

法人の経営理念の下、グループホーム独自
の理念を職員会議で話し合い、ホーム内の
職員の目に触れるところに掲示し、共有し実
践に努めている。日々の暮らし中で利用者の
目線で支援が出来ているかの振り返りをして
実践に繋げている。

・施設周辺が地域住民の方の散歩コースであっ
たり、近隣の小中学生の通学路である事から、
利用者様と散歩を行う際は、挨拶等を通じ顔見
知りとなる事から始めました。
・今では施設内の畑作りや日々の洗濯物干し等
を行っていると地域住民の方から声を掛けて頂
き、苗や自宅で採れた野菜を頂いたりしていま
す。
・施設内の草刈や清掃等も地域の方にボランティ
アで行って頂く事もあります。

日常的に近隣の方々や小中学生と挨拶や言
葉を交わしたり、地域住民の方からホームに
野菜を頂くなど親しく交流している。隣接する
福祉施設に出掛けお茶会に参加したり小中
学生のマラソンの応援や運動会見学、スー
パーへ買い物など地域住民の一員として交
流を図っている。

・近隣に住む方々に職員として来て頂いていま
す。その方達を通じ施設の特徴や取組み、日々
の過ごし方を知って頂いています。
・また運営推進会議にも地域住民の方に参加し
て頂き、市役所や地域包括支援センターの方か
らの伝達事項や市内で行われる高齢者向けの
行事参加の声掛け・困りごとの相談等行っていま
す。
・運営推進会議で提案された施設周辺に外灯が
無く、地域の方が事故に合う危険性があるので
は？との意見に対しても、区長や民生委員の方
の協力で2か所、外灯を設置して頂きました。

2 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会　福祉サービス推進室



宮崎県小林市　　グループホーム「ふくじゅ」

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

4 （3） ○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、利用者やサービスの実際、
評価への取り組み状況等について報告や話し合
いを行い、そこでの意見をサービス向上に活かし
ている

5 （4） ○市町村との連携

市町村担当者と日頃から連絡を密に取り、事業所
の実情やケアサービスの取り組みを積極的に伝
えながら、協力関係を築くように取り組んでいる

6 （5） ○身体拘束をしないケアの実践
代表者および全ての職員が「介護指定基準にお
ける禁止の対象となる具体的な行為」を正しく理
解しており、玄関の施錠を含めて身体拘束をしな
いケアに取り組んでいる

7 ○虐待の防止の徹底
管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法につい
て学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業所内で
の虐待が見過ごされることがないよう注意を払
い、防止に努めている

・運営推進会議を通して、当施設の1日の過ごし
方や利用者様の状態、対応方法などを報告し、
改善すべき点や他施設の取り組みを聞き参考に
しています。
・事故報告も行っていますが、実際に浴室やトイ
レなどの設備を見て頂いた上で、対策として福祉
用具の購入や徘徊対策の為の市や地域包括支
援センターの防犯メールの登録を行っています。

定期的に開催しホームの運営や活動、利用
者の状況を報告している。質疑応答を議事録
に記載し、家族に役立つような状況提供を考
えている。自然災害時や徘徊対策等に備え
消防団や地元駐在所員の会議への参加が
ない。

議題に応じて地元消防団員や駐在所
員の参加を働きかける等地域との繋
がりを一層深めるような取り組みを期
待したい。

・市役所担当の方には、毎回、運営推進会議に
参加して頂き、施設での取り組みや状況報告、ヒ
ヤリハット報告・事故報告を行い、その都度、指
導・助言、適切な対応策の提案をして頂いていま
す。
・それ以外でも施設の運営上、判断に迷った時
は、電話にて報告・相談し助言を頂いています。
・グループホーム連絡会（市役所や地域包括支
援センター職員、市内のグループホームの管理
者が集まり情報交換を行う）が月2回開催される
のでそこでも、直面している問題を報告し対応策
の助言を頂き運営に反映させています。

ホームの実情やケアサービスの取り組み等
を定期的に伝え、運営推進会議にも毎回参
加してもらい、協力関係を築くよう取り組んで
いる。

・身体拘束廃止に関する指針を定め、職員全員
で身体拘束をしないケアに取り組んでいます。
・日々の介護を振り返り、身体拘束の対象となる
具体的な行為の有無、交替ケアがないか毎月1
回、業務会議時に検討しています。会議録に残
し欠席した職員にも閲覧する事で全職員が取り
組めるよう努めています。

身体拘束をしないケアについて職員間で内
容の理解を共有し実践している。声掛けや
日々の介護が行動抑制につながっていない
か日常的にチェックしながらケアに取り組ん
でいる。

・法人内で虐待防止委員会を設立し、毎月1回定
例会を開催しています。そこで、現在行っている
日々の介護を振り返り、虐待に値する行為がな
いか検討しています。
・年に1回は虐待防止に関する外部研修に参加
しています。また、園内研修でも虐待について
行っており、グループワークで職員が実際に行っ
ている介護方法や声掛けが虐待にあたらないか
確認・指摘し合う場を設けています。そうする事
で、全職員がどのような行為が虐待にあたるの
かを再認識でき、虐待防止に繋がるよう努めて
います。

3 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会　福祉サービス推進室



宮崎県小林市　　グループホーム「ふくじゅ」

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

8 ○権利擁護に関する制度の理解と活用
管理者や職員は、日常生活自立支援事業や成年
後見制度について学ぶ機会を持ち、個々の必要
性を関係者と話し合い、それらを活用できるよう支
援している

9 ○契約に関する説明と納得
契約の締結、解約又はや改定等の際は、利用者
や家族等の不安や疑問点を尋ね、十分な説明を
行い理解・納得を図っている

10 （6） ○運営に関する利用者、家族等意見の反映
利用者や家族等が意見、要望を管理者や職員な
らびに外部者へ表せる機会を設け、それらを運営
に反映させている

・日常生活自立支援事業については、外部研修
の参加や園内研修での取り組みにて、全職員が
理解出来るよう努めています。
・成年後見人制度の利用については、御家族か
ら相談があった場合や面談時に手続きが必要と
判断した場合は相談に応じるよう努めています。
・手続きの際、主治医との連携を図り診断書を記
入して頂く等の支援も行っています。

・常時、施設見学は受け入れており、施設の設備
や雰囲気を直接確認して頂くよう努めています。
また、施設見学は1回のみでなく、本人様が納得
いくまで何度でも行うよう勧めています。その際、
利用料金や運営方針等の説明を行い、質問に答
える事で不安解消に繋がるよう努めています。ま
た、不明な点については、その時のみでなく、電
話にていつでも対応できるようにしています。
・利用料金の改定や報酬加算の変更が生じた場
合は、説明文書を作成し、それをもとに直接御家
族へ説明を行う様にしています。

・御家族が面会に来られた際は、必ず職員から
声を掛けるようにし、本人様の状態や日頃の様
子を伝えるようにしています。その上で御家族の
要望や意見を直接伺っています。
・御家族が遠方で面会に来られない方は、電話
や携帯メールを利用し情報交換を行う様にしてい
ます。それ以外でも、年1回、家族アンケートを匿
名で回収し意見を言いやすいよう工夫していま
す。
・出された意見の中で検討が必要なものに関して
は、業務会議や部署長会議で検討行い反映出
来るよう努めています。

毎月のホーム便り「ふくじゅ新聞」もホームと
家族をつなぎ、会話の糸口となるよう利用者
の写真を満載して丁寧に作っている。運営推
進会議には家族代表も参加し、意見要望を
聴く機会を設けている。

4 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会　福祉サービス推進室



宮崎県小林市　　グループホーム「ふくじゅ」

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

11 （7） ○運営に関する職員意見の反映
代表者や管理者は、運営に関する職員の意見や
提案を聞く機会を設け、反映させている

12 ○就業環境の整備
代表者は、管理者や職員個々の努力や実績、勤
務状況を把握し、給与水準、労働時間、やりがい
など、各自が向上心を持って働けるよう職場環境・
条件の整備に努めている

13 ○職員を育てる取り組み
代表者は、管理者や職員一人ひとりのケアの実
際と力量を把握し、法人内外の研修を受ける機会
の確保や、働きながらトレーニングしていくことを
進めている

・毎朝の申し送りを通じて、職員からの意見や利
用者様に関する報告・連絡・相談を受けるように
しています。それ以外でも、月1回業務会議や年
2回職員面談を行う事で、職員が意見を提案する
場を設けています。
・定例の会議に参加出来なかった職員について
も、あらかじめ意見を記入した出欠簿を提出して
もらう、又は管理者が個別に意見を聞く等、全職
員の意見を確認する様努めています。
・職員一人ひとりの意見は業務や利用者様のケ
アに反映するよう努めています。

毎朝の申し送りや業務会議、年2回の職員面
談で意見や提案等聴き取り反映できるよう努
めている。会議に参加できなかった職員には
事前に文書で提出してもらい意見反映できる
機会を設けている。

・定期的に職員面談を行っています。面談の中で
は、管理者とともに個人別目標設定を行ったり、
勤務を行う上で支障となっている物事を聴取し、
配置転換や勤務時間の変更などの調整を行って
います。
・給与に関しては、資格や勤務時間、業務内容
等に則って支給しています。職員の意欲向上の
為、各部署に給与規則を付与し、いつでも閲覧で
きるようにしています。また、資格取得の為の休
暇の取得に関しては、積極的に応じています。
・勤務外の勉強会、日祭日の出勤、委員会活動
への参加、資格取得などに関して報告して頂き、
賞与にて還元するようにしています。
・時間外の研修に参加した場合は、内容等の報
告を行えば、時間外手当をつける、勤務の優遇
を行う等の配慮を行っています。

・年間計画を作成し、毎月15日に法人内勉強会
を開催しています。法人内勉強会では、年に3回
程は外部講師を招いて行うほか、外部研修に
行った職員の伝達講習も行い、最新の情報を取
り入れる努力も行っています。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

14 ○同業者との交流を通じた向上
代表者は、管理者や職員が同業者と交流する機
会を作り、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問
等の活動を通じて、サービスの質を向上させてい
く取り組みをしている

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援
15 ○初期に築く本人との信頼関係

サービスを導入する段階で、本人が困っているこ
と、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、本人の
安心を確保するための関係づくりに努めている

16 ○初期に築く家族等との信頼関係
サービスを導入する段階で、家族等が困っている
こと、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、関係
づくりに努めている

17 ○初期対応の見極めと支援
サービスを導入する段階で、本人と家族等が「そ
の時」まず必要としている支援を見極め、他の
サービス利用も含めた対応に努めている

・年に6回開催されるグループホーム連絡協議会
へ管理者が参加し管内施設管理者との交流を
行っています。
・時間外の研修に参加した場合は、内容等の報
告を行えば、時間外手当をつける、勤務の優遇
を行う等の配慮を行っています。

・入居の相談は御家族が来られる事が多いので
すが、入居を決定するまでに必ず、本人様に施
設見学に来て頂くまたは、面談を数回行う事で、
意向や希望を直接確認するようにしています。
・入居するにあたり、不安な事や心配な事等の聞
き取りを行い、本人様と御家族と一緒に対応策を
話し合う事で、本人様に納得して頂いてから入居
して頂くよう努めています。

・在宅介護中の苦労や御家族の思い、心配な事
等、様々な話を時間をかけ伺う様にしています。
その中で、利用者様の要望がご家族の負担と
なっている場合は、入居後は出来るだけ職員が
対応するよう心がけています。

・入居前の面談で知り得た情報をもとに、職員全
員で話し合い、一番必要なサービスは何か、本
人様や御家族が必要としているサービスは何か
を見出すようにしています。
・また、福祉用具や専門医の受診、公共の制度
（成年後見制度・生活保護申請等）の説明・利用
が必要と判断した場合は、速やかに各機関へ相
談し対応出来るよう努めています。
・本人様のペースで無理なく施設生活に馴染め
るよう、本人様の生活パターンや嗜好、日課等を
把握し、出来るだけ施設生活に取り入れるように
しています。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

18 ○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におかず、
暮らしを共にする者同士の関係を築いている

19 ○本人を共に支えあう家族との関係
職員は、家族を支援される一方の立場におかず、
本人と家族の絆を大切にしながら、共に本人を支
えていく関係を築いている

20 （8） ○馴染みの人や場との関係継続の支援
本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場
所との関係が途切れないよう、支援に努めている

・日々、利用者様に寄り添い話をしたり、一緒に
テレビを見て過ごす時間も大切にしています。利
用者様によっては、話をするのではなく手を握り
一緒にいるだけでいいと言われる方もおられる
ので、個別に対応出来るよう努めています。
・利用者様と一緒に過ごす時間を多く設けるよう
に努め、その中で、心配事や不安に思っている
事、いきたい場所ややりたい事を確認するように
しています。
・調理実習や畑の作物については、利用者様か
ら職員が教わる事もあり、生きがいや楽しみに繋
がるようにしています。

・御家族が面会に来られた際は、必ず職員から
声を掛けるようにし、本人様の状態や日頃の様
子を伝えるようにしています。その上で御家族の
要望や意見を直接伺っています。
・御家族が遠方で面会に来られない方は、電話
や携帯メールを利用し情報交換を行う様にしてい
ます。それ以外でも、運営推進会議で助言頂き、
毎月作成している便りに、行事や普段の生活の
様子の写真を多数掲載する事で、御家族の安心
に繋がるよう努めています。
・入居後も、御家族の事情を把握し、主介護者の
みでなく他親族の方達とも関係が疎遠とならない
よう主介護者を通じて連絡・調整を行うようにして
います。

・御近所の方や友人の面会は、初めは職員付き
添いのもと自宅へ数回外出し、ご近所の方や友
人の方に偶然会って会話をする事から始め、そ
れを繰り返す事で施設へ入居している事を少し
ずつ理解して頂いてから、御家族にも承諾を得て
面会に来て頂くようにしています。
・「あの人は今何をしてるやろか」など利用者様
から要望があった場合は、御家族にも連絡等の
協力をして頂き面会に来て頂くこともあります。
・自宅が心配、墓参りに行きたい、又は昔、働い
ていたお店や行きつけのお菓子屋さん等、利用
者様から要望があった時は、必要時は御家族と
連絡調整を行い可能な限り外出するようにしてい
ます。

近隣地域からの入居利用者が多く散歩時の
ふれあいや隣接する福祉施設での合同お茶
会、理美容室訪問、スーパーへの買い物な
ど今までの関係や習慣が途切れないよう支
援している。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

21 ○利用者同士の関係の支援
利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤立せ
ずに利用者同士が関わり合い、支え合えるような
支援に努めている

22 ○関係を断ち切らない取組み
サービス利用（契約）が終了しても、これまでの関
係性を大切にしながら、必要に応じて本人・家族
の経過をフォローし、相談や支援に努めている

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
23 （9） ○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握
に努めている。困難な場合は、本人本位に検討し
ている

24 ○これまでの暮らしの把握
一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生活環
境、これまでのサービス利用の経過等の把握に努
めている

・利用者様の性格や病状を考慮し共有スペース
で過ごす際の座席配置を検討するようにしてい
ます。座席は固定ではなく、その日、その時の利
用者様の状態に応じ変更するようにしています。
・日中、少し横になって休みたいが、居室では一
人で寂しいのでみんなの声が聞こえるフロアーで
横になりたいと要望もある為、フロアーに簡易
ベッドやソファーを置き、ゆっくり過ごせるスペー
スを確保しています。

・御家族の都合により、他施設へ転居される場合
は、本人様の病状や状態を詳しく記入した情報
提供書を作成しています。それに加え、転居先の
職員に本人様を直接見に来て頂いたり、電話に
て情報提供を行う事もあります。
・入院による退居となった場合は、定期的にお見
舞いに行き、退院後の受け入れ先等の相談にの
る事もあります。

・利用者様の態度や表情を常に観察し変化が
あった時は、職員から声掛け行い、意向や要望
を聞き取るようにしています。すぐには自分の思
いを話せない為、寄り添い時間をかけて聞くよう
にしています。
・今年から、これまでの記録に加え、利用者様の
状況把握・情報共有の為、センター方式の記録
を一部分取り入れ、より詳しい情報を得るように
しています。
・聞き取り困難な利用者様については、御家族に
これまでの生活習慣や性格、趣味嗜好を確認し
た上で検討し、本人様の思いに添えるようにして
います。その際の検討会は、いろいろな手段を試
し、利用者様の表情や反応で判断しています。

センター方式（認知症の人のためのケアマネ
ジメント）の活用と利用者の行動や表情から
気持ちを汲みとったり、家族からの情報収集
を行うなど検討会を開き、一人ひとりの利用
者の思いに沿えるよう努めている。

・利用者様がこれまでにない行動をとられる時や
言動が変化した時などは、御家族や関係職種、
必要時は専門医に報告・相談し原因の把握に努
めています。その上で検討会を開き対応方法を
見出すようにしています。
・センター方式を一部取り入れる事で、これまで
の生活習慣や性格、現在の意向や思いを照らし
合わせ、利用者様一人ひとりが自分らしく生活出
来るよう努めています。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

25 ○暮らしの現状の把握
一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有する
力等の現状の把握に努めている

26 （10） ○チームでつくる介護計画とモニタリング
本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方
について、本人、家族、必要な関係者と話し合い、
それぞれの意見やアイディアを反映し、現状に即
した介護計画を作成している

27 ○個別の記録と実践への反映
日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工夫を
個別記録に記入し、職員間で情報を共有しながら
実践や介護計画の見直しに活かしている

・日々のケアを通じて、利用者様の状態の変化
（出来る事、やりたい事、理解力やADL状況の変
化等）に気づいた時は、申し送りや申し送りノー
ト、センター方式に追加記録を行う事で全職員が
周知出来るようにしています。
・毎月開催している業務会議やカンファレンスで
ケアの方向性を検討し統一したサービスが提供
できるようにしています。

・3カ月に1回、直接ケアに携わる介護職員や看
護師に聞き取りを行ったり、日々の記録から利用
者様の変化やサービス提供の結果等の状況把
握に努めモニタリングを記入するようにしていま
す。また、毎月介護計画の評価を記入するように
し、そこで、利用者様の状況が大きく変化してい
る場合や御家族、本人様の要望が大きく変化し
ている場合は、短期目標期間満了を待たずに介
護計画の見直し、変更をするようにしています。
・現在、ターミナルケア（看取りは希望なし）の方
がいらっしゃいます。その方は、毎月、主治医を
交え状態確認や御家族・本人様の思いや意向を
確認し介護計画の見直しを行っています。
・介護職員、看護師、施設ケアマネージャー、必
要時は御家族、本人様にも参加して頂き、カン
ファレンスを行い介護計画の見直し・立案を行っ
ています。
・都合によりカンファレンスに参加出来ない主治
医や栄養士などは、あらかじめ状態報告し指示
や意向、意見を頂きカンファレンス時に報告する
ようにしています。

毎日の状態記録、個別サービスに対しての
実施記録、申し送りを利用して3ヶ月ごとにモ
ニタリングを行っている。必要に応じて医療
連携のカンファレンスを通して、全職員で介
護計画を検討し、利用者、家族の意向を反映
した計画を作成している。身体状況に変化が
見られるときは随時見直し、個々の状態に
合った介護計画の作成をしている。

・記録時間短縮の為、ケアプランの日々の評価
は○×形式で記録するようにしています。その中
で、気づいたこと特記事項などは具体的に記録
に残すようにしています。その際、利用者様の言
動や行動は、ありのままを記録に残す事で、誰
が見てもその時の状況が把握できるよう記録の
充実に努めています。
・排泄や食事水分摂取量を24時間を通して記録
する24時間チェック表を活用し、個別対応ができ
るようにしています。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

28 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化
本人や家族の状況、その時々に生まれるニーズ
に対応して、既存のサービスに捉われない、柔軟
な支援やサービスの多機能化に取り組んでいる

29 ○地域資源との協働
一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を把握
し、本人が心身の力を発揮しながら安全で豊かな
暮らしを楽しむことができるよう支援している

30 （11） ○かかりつけ医の受診支援
受診は、本人及び家族等の希望を大切にし、納得
が得られたかかりつけ医と事業所の関係を築きな
がら、適切な医療を受けられるように支援している

31 ○看護職との協働
介護職は、日常の関わりの中でとらえた情報や気
づきを、職場内の看護職や訪問看護師等に伝え
て相談し、個々の利用者が適切な受診や看護を
受けられるように支援している

・利用者様の要望（自宅へ行きたい、墓参りへ行
きたい、疎遠になっている親戚に連絡をしたい
等）や御家族の要望（御家族が遠方にいる為、
市役所や郵便物など各種手続きの代行、入院中
の洗濯代行、遠方の病院受診時の送迎等）が
あった場合は、その都度、会社代表や職員と相
談し、臨機応変に対応できるよう様々な手段を検
討し実施しています。

・入居前に利用者様がお世話になった民生委員
の方と、入居後も連絡を取り面会に来て頂くな
ど、継続して関わりが持てるよう支援していま
す。
・行きつけの美容院や知り合いのいるお店など
は、御家族の協力を得て、入居後も外出出来る
よう努めています。
・近隣のボランティアや慰問は定期的に来園して
頂き、利用者様の楽しみに繋がるよう努めていま
す。

・協力医療機関はありますが、それに関わらず入
居後も利用者様や御家族が、これまでのかかり
つけ医の受診を希望される場合は、継続して通
院出来るよう支援しています。また、協力医療機
関を受診されている方でも、入院が必要となった
場合は、御家族や利用者様が希望する病院を紹
介して頂くよう連携をとっています。
・認知症の専門医の受診時は、御家族に付き
添って頂くか、小まめに連絡をとり報告・相談し、
納得して頂いてから内服調整を行うようにしてい
ます。
・その他、必要な診療科目についても、御家族に
希望する病院を確認してから受診先を決めるよう
にしています。

利用者の家族が希望する医療機関で受診で
きるよう支援している。看護師が職員として
配置されており、日々の健康チェックや状態
変化時の対応や医療機関や家族への状態
説明など速やかに報告できる環境にある。

・看護師1名（常勤・兼任）配置し、健康管理や病
院受診の付き添い、主治医との連携を図るよう
努めています。常勤である為、介護職員が利用
者様の状態の変化に気づいた場合、すぐ報告が
でき、病院受診や御家族への状態説明が速やか
に出来るようになっています。また、普段から看
護師と介護職員との交流や連携を大切にするこ
とで、利用者様の些細な変化も報告しやすい環
境を整えるよう心がけています。
・隣接する施設の看護師とも連携を図り、緊急時
は、応援要請出来る体制をとっています。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

32 ○入退院時の医療機関との協働
利用者が入院した際、安心して治療できるように、
又、できるだけ早期に退院できるように、病院関係
者との情報交換や相談に努めている。あるいは、
そうした場合に備えて病院関係者との関係づくり
を行っている。

33 （12） ○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援
重度化した場合や終末期のあり方について、早い
段階から本人・家族等と話し合いを行い、事業所
でできることを十分に説明しながら方針を共有し、
地域の関係者と共にチームで支援に取り組んで
いる

34 ○急変や事故発生時の備え
利用者の急変や事故発生時に備えて、全ての職
員は応急手当や初期対応の訓練を定期的に行
い、実践力を身に付けている

・入院が必要と診断された場合は、入院期間や
治療方針等を御家族、施設職員が直接主治医よ
り説明を受けるようにしています。その後、病院
側へ利用者様の性格や生活習慣、認知症の状
態等の情報提供を行い、入院後予測される状態
を検討し対応出来るよう配慮しています。
・入院時は必ず、情報提供書の記入、必要時は
電話にて利用者様の状態報告を行っています。
・随時、御家族や病院関係者と話し合いを行い、
本人様や御家族の希望や意向を確認し、退院後
の方向性を決めるようにしています。

・重度化した場合における対応に係る指針を作
成し、入居時に、当施設が重度化又は終末期を
迎えた場合に対応できるケア内容の説明を行い
同意を得るようにしています。同時に、重度化時
対応希望書に沿って重度化対応及び看取りにつ
いて利用者様や御家族と話し合い、方針を共有
しています。重度化時対応希望書の内容は、随
時変更可能であることを説明し、定期的に希望
の変更がないか確認するようにしています。
・看護師をはじめ、介護職の方にも看取りについ
て研修に参加する様勧めています。
・今後は定期的に、職員全員で重度化した場合
における対応に係る指針の見直しを行い、対応
可能なケア内容を見極めるよう努めていきます。

重度化した場合の対応方針や看取り介護指
針を利用者、家族に説明し段階に応じて同意
を得ている。急変時にはすぐに検査や入院
ができるよう、協力医が地域の医療機関との
連携も築いている。全職員が心肺蘇生救急
法やAED使用方法について研修をし緊急連
絡体制も整備しているが急変時に不安なく介
護ができるまでには至っていない。

重篤化した場合の対応について全職
員が不安なく介護ができるように心肺
蘇生法やAED使用方法について研修
の機会をつくり備えることを期待した
い。

・毎年、全職員を対象に心肺蘇生法とAED、ハイ
ムリック法の講習を受講しています。繰り返し練
習する事で緊急時に備えています。
・園内研修にて看護師が講師となり、高齢者に多
い疾患の観察項目や正常と異常の違いなどを介
護職員へ伝達講習を行う事で、異常の早期発見
に繋がるよう努めています。
・隣接する施設の看護師と協働し、看護委員会を
毎月開催しています。そこで、介護職員向けの各
種フローチャートの作成やマニュアル見直しを行
い迅速な対応が出来るよう努めています。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

35 （13） ○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず
利用者が避難できる方法を全職員が身につける
とともに、地域との協力体制を築いている

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　
36 （14） ○一人ひとりの尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライバシーを
損ねない言葉かけや対応をしている

・前回の外部評価後、栄養士を中心に法人内所
属長会議にて備蓄品のリストを作成し、備蓄品
の見直しを行っています。その内容を運営推進
会議にて提案し、不足品やあった方がいい物の
助言を頂き、紙皿や割りばし、ラップ等の備品を
追加しています。
・運営推進会議で、備蓄するだけでなく年1回は、
災害を想定し実際に備蓄品を使用してみると、新
たに足りないものなどが分かるのではないかと
の意見を頂き、今年度は園内研修時に備蓄品を
使用し、おにぎりやみそ汁作り・レトルト食品の味
見を行って意見交換を行っています。
・今年度は、地元消防団の方や地域住民の方に
も、防災訓練に参加して頂く予定です。
・施設内に設置している電話を停電対応電話に
変更し、緊急時に御家族との連絡が取れるよう
にしています。また、どの職員が見ても御家族の
連絡先が分かるよう、緊急連絡先一覧を作成し
ています。
・それ以外の連絡手段として、会社用の携帯電
話を購入しています。会社用携帯番号は御家族
へ伝達し、緊急時は携帯から連絡が来る可能性
がある事も伝えています。
・消防署の方に施設の立地条件を確認して頂
き、避難経路や避難方法、避難の優先順位等を
具体的に指導して頂き、実際に訓練を行ってい
ます。また、運営推進会議でも避難訓練の結果
を報告し助言を頂くようにしています。

　消防法に基づき年2回昼夜を想定しての災
害訓練を実施している。緊急時に家族と連絡
が取れるよう停電対応電話の設備が整い、
避難経路や避難方法、避難の優先順位等具
体的に指導を受け、訓練も実施している。
ホーム内にAED設置をするなど有事に備え、
防災に取り組んでいる。

・年1回、全職員を対象にプライバシー保護につ
いての研修を実施し、その内容を理解し知識や
技術の向上に努めています。
・毎月開催している業務会議の中で、現在のケア
内容や実際の職員の声掛けの内容を振り返り、
プライバシーを損ねていないか、言葉の虐待や
身体拘束にあたいしないか確認しています。必
要時は、対応策を検討し声掛けの内容を変更す
る事もあります。
・一人ひとりの性格や意思を尊重し、統一した個
別ケアが出来るよう情報の共有や繰り返し検討
会を行い対応しています。

利用者の尊厳やプライドに配慮し、一人ひと
りに合わせた本人本位の支援に取り組んで
いる。職員は人権やプライバシーの保護を理
解し、一人ひとりに親しみと気配りのある対
応に努めている。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

37 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援
日常生活の中で本人が思いや希望を表したり、自
己決定できるように働きかけている

38 ○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一
人ひとりのペースを大切にし、その日をどのように
過ごしたいか、希望にそって支援している

39 ○身だしなみやおしゃれの支援
その人らしい身だしなみやおしゃれができるように
支援している

・環境に配慮し、利用者様の状態に応じたコミュ
ニケーションツール（ジェスチャー、イエス・ノーで
答えられる質問形式・隣に座り時間をかけじっく
り話を聞く等）を使用し、出来るだけ利用者様が
意思伝達や自己決定出来るよう努めています。
・居室整理や入浴準備、作業療法の内容や1日
の過ごし方などは、その日に本人様と一緒に決
定することで、本人様の意思を尊重する様努め
ています。

・入床時間や起床時間などは利用者様個人の希
望する時間に行っています。入浴は一応、曜日
や時間を決めていますが利用者様の意思により
入浴日や時間の変更等、臨機応変に対応する
様努めています。
・自宅に行ってみたい、買い物に行きたいなど外
出の要望があった場合は、その時が無理でも、
利用者様や御家族と相談し、外出可能日を決め
て後日、外出するようにしています。

・入居後も馴染みの美容院を利用したいと希望さ
れる方は、御家族の協力を得て外出して頂いて
います。外出困難な方は、本人様から散髪や染
髪の希望があった時に、散髪ボランティアの方に
来て頂き本人様の好む髪型でオーダーするよう
にしています。（意思表示が困難な方は御家族
に確認し髪型を決めるようにしています）
・起床時にお化粧をされる方、入浴後に化粧水
や乳液を使用される方もおられ本人様の希望に
沿い、おしゃれが楽しめるよう努めています。
・その日の洋服は、上衣のみですが職員付き添
いのもと、本人様に決めて頂いています。日中、
本人様が希望された場合は適宜、好む衣類に更
衣したり、外出時は好む洋服に更衣して頂くな
ど、身だしなみに配慮するよう努めています。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

40 （15） ○食事を楽しむことのできる支援
食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの好み
や力を活かしながら、利用者と職員が一緒に準備
や食事、片付けをしている

41 ○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて
確保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に
応じた支援をしている

・日々の食事は、同法人施設の配職サービスを
受けていますが、その中でも、敷地内の畑で利
用者様と一緒に育てた野菜を使用したり、利用
者様の好む食材やメニューを積極的に取り入れ
て頂くようにしています。
・調理員の好意で、自宅から採ってきた山菜を使
い、1品増やして提供して頂くなど季節を楽しんで
頂けるよう工夫しています。
・偶数月は調理実習を実施しています。利用者
様とメニューを決め、買い出し・準備・片付け等、
一連の動作を全て利用者様と行う様にしていま
す。奇数月は外食を実施しています。外食が困
難な場合は、食べたい物（お寿司やステーキなど
普段でないメニュー）を注文・配達して頂く事で、
食べたいものが食べれる機会を作っています。
・自宅に外出された際、利用者様が浸けた梅干し
を持参され他利用者や職員に振舞う方や、御家
族手作りの漬物を差し入れして下さり、みんなで
頂く事もあります。

食事は同法人施設の配食サービスを利用し
ているが、外出を兼ねて外食を楽しんだり、
利用者と一緒に献立を決めてスーパーへ買
い出しに出掛け調理実習をするなど準備・片
付けも含め、食事を楽しめるよう取り組んで
いる。利用者の嗜好を把握し、状態に合わせ
た食事を提供するよう努めている。

・食事形態は、定期的又は必要時にカンファレン
スを行い、本人様にあった食事形態（キザミ・
ペースト・粥・おにぎり）で提供するようにし食事
摂取量の確保に努めています。
・食欲低下や体重減少が見られる時は、栄養士
や主治医へ相談し状態にあった栄養補助食品を
提供する事で栄養バランスが保てるよう努めて
います。
・水分提供時は、本人様が好む飲み物を好みの
温度で提供する事で摂取量の確保に努めていま
す。
・食事や水分量は、24時間チェック表を活用し1
日のトータル摂取量の把握に努めています。カン
ファレンス時はそれをもとに、一人ひとりの状態
や習慣に応じた対応が出来るよう検討し実施に
つなげています。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

42 ○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一
人ひとりの口腔状態や本人の力に応じた口腔ケ
アをしている

43 （16） ○排泄の自立支援
排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひとり
の力や排泄のパターン、習慣を活かして、トイレで
の排泄や排泄の自立にむけた支援を行っている

44 ○便秘の予防と対応
便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食物の工
夫や運動への働きかけ等、個々に応じた予防に
取り組んでいる

・一人ひとりの口腔内環境に応じたケア用品（ス
ポンジブラシ・マウスウオッシュ・口腔清拭用ウ
エッティ・舌ブラシ）を使用し、主に夕食後、必要
な方は毎食後に口腔ケアを行っています。出来
るだけ利用者様に協力動作を行って頂くよう本人
様のペースで行うよう努めています。
・歯科往診時、口腔ケアの方法や義歯管理の手
技など指導して頂いたり、適切な義歯洗浄剤や
口腔ケア用品を教えて頂くよう努めています。ま
た口腔ケアについての研修を行い知識の向上に
努めています。

・排泄チェック表を活用する事で、利用者様一人
ひとりの排泄パターンを把握するようにしていま
す。その上で、早めにトイレ誘導を行い失禁回数
が減少する事で自信に繋げるようにしています。
また、排泄パターンの把握により、尿意や便意が
無い方のトイレ誘導時間や夜間のオムツ交換時
間を決め個別対応するようにしています。
・日中は出来るだけトイレでの排泄を促していま
す。その中で排泄動作を手伝って欲しい、又は、
羞恥心から排泄時は職員に手伝って欲しくない
など、利用者様個々の思いに沿った介助を行う
よう努めています。

排せつチェック表を活用し時間誘導をしたり、
しぐさ、表情等で察知し声をかけ、トイレでの
排せつ支援をしている。

・便秘予防の為、栄養士に相談し食物繊維の多
い食材の使用や酢を使用したメニュー、おやつに
乳酸菌飲料のゼリーを作り提供する等、日々の
食事に気を付けるようにしています。
・可能な限り自然排便を促すため、水分補給（乳
酸菌飲料などの嗜好品の活用）や散歩などの適
度な運動を心がけています。また、オムツ対応の
方でも、介助により1日1回はトイレに座る事を習
慣化する事で踏ん張り自然排便に繋がるよう努
めています。
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外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
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45 （17） ○入浴を楽しむことができる支援
一人ひとりの希望やタイミングに合わせて入浴を
楽しめるように、職員の都合で曜日や時間帯を決
めてしまわずに、個々にそった支援をしている

46 ○安眠や休息の支援
一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応じ
て、休息したり、安心して気持ちよく眠れるよう支
援している

47 ○服薬支援
一人ひとりが使用している薬の目的や副作用、用
法や用量について理解しており、服薬の支援と症
状の変化の確認に努めている

・入浴は、脱衣室・浴室共に完全個室で利用者
様のペースに合わせて職員とマンツーマンで入
浴を行っています。利用者様の安全面に配慮し
浴槽内すべり止めマットやシャワーキャリーを使
用しています。昨年は利用者様の状態の変化に
伴い、手すりの増設や設置位置の変更を行って
います。
・入浴は曜日を決めて行っていますが、入浴を拒
否される場合は、その日の午後や曜日を変更す
る等、利用者様の意思を尊重し臨機応変に対応
しています。

入浴は曜日を決め週に2～3回を目安に本人
の希望や状況に応じて支援している。手すり
の設置や滑り止めマット、シャワーキャリーを
使用し安全面にも配慮している。不意の入浴
や温泉気分に浸りたいときは隣接する福祉
施設を有効活用している。

・起床時間や入眠時間、午睡の時間は利用者様
の希望に応じて行っています。90歳を過ぎた高
齢の方は長時間の座位で疲労感が増す為、そ
の日の体調に合わせ小まめに臥床し休んで頂く
ようにしています。その際は、居室、フロアーソ
ファーなど本人様が好む環境で休めるよう配慮し
ています。
・夜間不眠の場合は、飲み物の提供や職員と共
に過ごすなど個別対応を心がけています。

・服薬管理は、職員３名で３回に分けて確認（看
護師が1週間分を確認する・当日の夜勤者が1日
分を確認する・当日の服薬介助者が確認する）
し、誤薬防止に努めています。また、服薬チェック
表を活用し飲み忘れや誤薬に至らないよう注意
しています。
・服薬チェック表を活用しても慣れない新人職員
や人員が少ない時間帯に誤薬が発生しているの
で、指導の徹底や人員配置の工夫に努めていま
す。
・内服変更や増・減量があった場合は、どのよう
な症状に注意が必要か等を看護師が介護職へ
指導・説明し服用目的や副作用の理解に努めて
います。
・主治医や薬剤師と連携を図り、錠剤を潰して処
方して頂いたり、薬剤によっては細かく分包して
頂く事で、利用者様の状態に応じ、確実に服用で
きるようにしています。
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宮崎県小林市　　グループホーム「ふくじゅ」

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

48 ○役割、楽しみごとの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一
人ひとりの生活歴や力を活かした役割、嗜好品、
楽しみごと、気分転換等の支援をしている

49 （18） ○日常的な外出支援
一人ひとりのその日の希望にそって、戸外に出か
けられるよう支援に努めている。又、普段は行け
ないような場所でも、本人の希望を把握し、家族
や地域の人々と協力しながら出かけられるように
支援している

50 ○お金の所持や使うことの支援
職員は、本人がお金を持つことの大切さを理解し
ており、一人ひとりの希望や力に応じて、お金を所
持したり使えるように支援している

51 ○電話や手紙の支援
家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、手紙
のやり取りができるように支援をしている

・家事動作（洗濯干し・たたみ、お茶葉詰めなど）
が好きな方、調理が得意な方、会話が好きで場
を明るくして下さる方、人のお世話が好きな方な
ど、利用者様に合ったそれぞれの役割を持って
日々を過ごして頂いています。
・嗜好品（好みのおやつや飲み物、漬物等）につ
いては御家族に協力して頂き差し入れをして頂
く、外出可能な方は、買い物に行き自分で選んで
購入するなどし楽しんで頂いています。

・園外散歩や外での茶話会等、日常生活の中で
も戸外で過ごす時間を設けるようにしています。
・利用者様から個別で外出の要望（買い物に行
きたい・墓参りに行きたい・自宅に行きたい・行き
つけの美容院に行きたい等）があった場合は、御
家族や外出場所へ連絡、日程調整を行い、可能
な限り要望に添い外出できるように努めていま
す。
・園外活動の中でも外食やドライブ等外出の機
会を設けるようにしています。

近隣の散歩やスーパーへの買い物、温泉施
設や道の駅に出掛けている。家族の協力を
得て墓参りや理美容室に出掛ける利用者も
いる。外出時に撮った写真を家族に送り家族
の喜び、満足に繋げている。

・施設での預り金は、金銭管理規約を作成し、御
家族・本人様に同意のもと1万円以内の額を預か
るようにしています。その中から、利用者様に
よっては、個人の財布にお金を入れ、定期的に
買い物に行く機会を設け、職員付き添いのもと支
払いを行って頂くようにしています。また、病院受
診の際も「お金を持ってないから・・」と言われる
事がある為、支払い時は本人様に付き添って頂
くこともあります。
・外線の希望があった場合や御家族からの着信
があった場合は、環境に配慮し取り次ぎの支援
を行う様にしています。
・手紙や荷物が届いた時は、利用者様に開封
（介助が必要な方は本人様の前で職員が開封）
して頂き、居室にて代読の支援を行い、荷物が
届いた場合は本人様と居室へ保管するようにし
ています。
・余暇活動の時間に、年賀状を作成し希望する
御家族へ郵送の支援を行っています。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

52 （19） ○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴
室、トイレ等）が、利用者にとって不快や混乱をま
ねくような刺激（音、光、色、広さ、温度など）がな
いように配慮し、生活感や季節感を採り入れて、
居心地よく過ごせるような工夫をしている

53 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり
共用空間の中で、独りになれたり、気の合った利
用者同士で思い思いに過ごせるような居場所の
工夫をしている

54 （20） ○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相談
しながら、使い慣れたものや好みのものを活かし
て、本人が居心地よく過ごせるような工夫をしてい
る

・廊下は車椅子やシルバーカーを使用し、利用者
様自ら移動してもぶつかる事がないよう、広々と
した作りになっています。また、廊下の壁には、
利用者様が余暇活動時に作成した四季折々の
壁面を掲示する事で、移動時も楽しめるようにし
ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・キッチ
ン、事務所、食堂兼居間がワンフロアーになって
おり、常時、職員と利用者様が顔を合わせた環
境で過ごせる為、安心して過ごせるようになって
います。
・トイレは廊下に3カ所、フロアーに1か所、計4か
所あり、どの居室からもすぐトイレへ行けるような
構造になっています。各トイレには、棚を設置し、
そこに必要物品を置くことで、介助時に物品を取
りに行く手間をはぶき、物を置いても利用者様の
行動の妨げにならないようになっています。
・脱衣室、浴室は利用者様と職員がマンツーマン
で入るのに、ちょうど良い広さになっています。出
入りも他者の目の届かない場所から行う事でプ
ライバシー保護に努めています。

季節に合った壁面作品を利用者と共に作り
展示している。リビングとキッチンは対面式で
あり食材を刻む音や料理の匂いなど食事作
りの様子を感じ取ることができる等落ち着い
て快適に過ごせる空間となっている。傾眠で
きるようリビングにソファーを設置している。

・共有空間で過ごして頂く時は、一人掛け用テー
ブル・二人掛け用テーブル・四人掛け用テーブル
を使用し、利用者様の状態に応じてその日の座
席配置を決めています。座席を固定しない事で
ストレス軽減やトラブルに至らないよう配慮して
います。またテーブルの向きを色々変える事で、
ついたて等を使用しなくても自分の空間を作り出
せるよう工夫しています。

・入居時に、使い慣れた馴染みの物を持ち込む
ように勧めています。テレビ・冷蔵庫等を持込
み、住み良い環境にされている方や御家族の写
真を飾り落ち着く環境にされている方もいらっしゃ
います。
・転倒事故などに至らないようまた、使いやすさ
を考慮し家具の配置は本人様と決めるようにして
います。

各室エアコンの設置がありベッド、収納ダン
ス、テレビ等を安全に配慮しながら配置して
いる。転倒事故防止のためマットの備えが
あったり、家族の写真や作品、季節の花を飾
るなど本人が居心地良く過ごせるよう工夫し
ている。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

55 ○一人ひとりの力を活かした安全な環境づくり
建物内部は一人ひとりの「できること」「わかるこ
と」を活かして、安全かつできるだけ自立した生活
が送れるように工夫している

・床材はクッション性の高い物を使用し、転倒時
の衝撃の軽減に努めています。
・個別対応としては、更なる転倒の衝撃の軽減を
図る為、クッション性のあるマットの使用や外傷
予防で、ベッド柵カバーを使用する事で自由に行
動できるよう努めています。
・タンスの配置は、自己にて洋服や洗面タオル等
を取り出せるよう本人様と話をして決める事で、
「出来る事」「自分で選ぶ事」が継続して行えるよ
う努めています。
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